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＜方法論 No. R002 Ver.6.0＞ 

 

「森林経営活動による CO2 吸収量の増大（持続可能な森林経営促進型プロジェクト）」（概

要・適格性基準） 

プロジェク

ト概要 

森林経営活動を実施することにより、対象となる森林において CO2 吸収量

が増大するプロジェクトであり、以下の適格性基準１～３を全て満たすも

の。 

適格性基準 

条件１： プロジェクト実施地が、森林法第 5 条又は第 7 条の 2 に定める

森林であること。 

条件２: プロジェクト実施地において行われる施業が、以下の 3つの条件

を満たす植栽、間伐、主伐であること。 

 プロジェクトは、森林施業計画単位であること。また、クレジット発

行対象期間内に当該プロジェクト実施地の森林施業計画において間

伐及び主伐が計画されており、転用が計画されていないこと。 

 1990 年 4 月 1 日以降に育成林において森林施業計画に基づき施業さ

れたものであること。 

 2013 年 3月 31 日までの計画策定がされていること。 

条件３： プロジェクト実施地が、持続的な森林経営の対象地であること

を証明するために、市町村等による森林施業計画・森林経営計画の認定を

受けていることにより証明されること。 

（※FSC や SGEC などの森林認証を受けている森林や「企業の森づくり」

制度の対象となる森林についても、森林施業計画・森林経営計画の認定が

必要） 

条件４： クレジット発行期間における年度単位の吸収量見込の累計が常

に正であること。 

 当面の間、クレジット発行期間については、2008 年 4 月 1日以降 2013

年 3月 31 日までの期間（以下、第 1クレジット期間という）を指す。 
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備考 

2011 年度森林法改正に伴う移行措置を以下の通り定める。 

 

【移行措置】 

 

１．既に登録されたプロジェクトで、森林施業計画の計画期間中あるいは

計画期間満了後に森林経営計画を作成し、認定を受けたものについて、そ

の計画対象森林が従前の森林施業計画の対象森林と同等、もしくはそれよ

り拡大する場合、下記の移行措置を適用する。 

①従前の森林施業計画期間満了時と同じく、計画の認定番号の変更承認依頼を

行うこと。 

②上記①のみに係る変更承認依頼は、原則として報告事項として扱われる。 

③プロジェクト実施者は、森林経営計画における追加対象森林を J-VER プロ

ジェクト対象施業森林とするか否かの選択を行うことができる。J-VER プロ

ジェクトの内容（J-VER プロジェクト施業対象となる小班等）を J-VER プ

ロジェクト登録時の計画内容から変更しない場合、従前の森林施業計画対象

森林を J-VER プロジェクトにおける森林計画の単位とみなし、森林経営計

画における追加対象森林の増加に関する変更承認依頼提出及び森林経営計

画における追加対象森林の所有者からの永続性を担保するための同意書提

出は不要とする。 

 

２．既に登録されたプロジェクトで、森林施業計画の計画期間内に森林経

営計画を作成し、森林経営計画が非認定となった場合（森林経営計画の認定

要件に合致せず、従前の森林施業計画の変更認定となった場合）、通常の変更

承認依頼手続でもとめられる「森林施業計画書（変更）」と「施業計画認定書

（変更）」に加え、森林経営計画の認定請求書の写しを提出すること。 

 

 

１、２以外の場合は、J-VER 制度における変更手続きに従うこと（実施規則 別

紙 P.25 参照）。 
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＜適格性基準の説明＞ 

条件１： 対象森林 

＜森林法第 5条又は第 7条の 2に定める森林を対象＞ 

京都議定書目標達成計画上計上される対象森林に準じ、森林法第 5 条又は第 7 条の 2 に

定める森林（以下、「森林計画対象森林」という。）を対象とする。当該林分が含まれる森

林施業計画書・森林経営計画書及び対応する認定書（第 11条に基づき認定）の写し等の提

出により、確認される。 

 

条件２： 対象とする森林経営活動 

＜プロジェクトの申請単位＞ 

 プロジェクトの申請は、持続可能な森林経営を担保するため、また、主伐を行う林分を

恣意的に排除する可能性を回避するため、森林施業計画・森林経営計画単位で行うことと

する。 

 

 

＜植栽、間伐、主伐を対象＞ 

森林施業計画・森林経営計画の認定を受けた森林のうち育成林における一連の適切な施

業（植栽、間伐、主伐）を対象とする。除伐や枝打ち等については、伐採届や造林届など

第三者が確認できる信頼性のある施業履歴が存在しないため、対象としない。 

 

＜適切な森林施業＞ 

森林経営活動の実施により、その後の森林環境が高い公益的機能を有し、かつ森林吸収

源としての機能が強化されることが必要である。したがって、森林施業計画・森林経営計

画の基準に適合した適切な施業を行うプロジェクトを対象とする。間伐方法については、

定量間伐でも定性間伐でも対象から除外はしないが、市町村森林整備計画等に定められた

方法に基づくものを対象とする。 

本プロジェクト種類では、事後に提出される森林施業計画・森林経営計画に係る伐採等

の届出書により森林施業計画・森林経営計画の遵守を確認する。また、森林には画像や統

計データだけで評価することが難しいという特性があることから、第三者検証の際には、

必要に応じ、森林生態系又は林学の専門家による対象森林への踏査により、間伐率（材積

ベース）等が適切か判断する。踏査により不適切と判断される場合は、当該林分は算定対

象外とする。 

 

＜補助金の取扱い＞ 

 我が国の林家の収入は著しく低下しており、林業は不採算産業と言われる状態であるこ

と、補助金があってもなお自己負担分を回収することができず、森林施業が進まない状況

にあることを踏まえると、補助金の有無にかかわらず森林管理プロジェクトの実施・継続

には採算性の観点から障壁があると考えられる。したがって、本プロジェクト種類につい

ては、国や地方公共団体から補助金を受けていることをもってプロジェクト対象から除外

する又はクレジット量を割り引くことはしない。 

 

＜プロジェクト開始時期＞ 

本制度では、2008 年 4月 1 日以降に開始されたプロジェクトを対象としており、2008 年

4 月 1 日以前に開始されたプロジェクトについては、「クレジット収益が無ければプロジェ

クトの継続が困難であることが認められる場合に限る」こととしている。ただし、京都議

定書 3 条 4 項の森林経営での算定方法との整合性を考慮するため、また、林家の収入が著

しく低下している中で森林の多面的機能の発揮を推進するために実施された施業を評価す



 

4 

 

るため、1990 年 4月 1日以降に施業が実施された林分については、算定対象とする。 

 

＜森林経営活動の計画＞ 

本制度では、将来にわたって森林経営活動を促進することを目的としていることから、

2013 年 3月 31 日までの計画策定を条件とする。 

 

条件３： 持続可能な森林経営 

＜炭素ストック量の維持の担保＞ 

森林吸収源から発行された J-VER の永続性を担保するためには、吸収された炭素ストッ

ク量を維持することが必要である。 

吸収された炭素ストック量を維持する上で、既存の諸制度として、森林施業計画・森林

経営計画制度を活用する。 

 

森林施業計画・森林経営計画に基づく森林管理活動を第三者が検証する方法 

森林所有者は、単独、共同若しくは森林組合等との受委託契約等によって、30ha 以上の

森林を対象に森林施業計画・森林経営計画を作成し、市町村等の認定を受けることができ

る。また、これら認定森林所有者等は、伐採、造林を行った場合には、森林施業計画・森

林経営計画に係る伐採等の届出書を提出することになっており、この届出書を用いて森林

施業計画・森林経営計画に沿った施業が行われているかどうかを確認することができる。 

このことから、プロジェクト計画時点には、市町村等によって認定された森林施業計画

書・森林経営計画書及び対応する認定書の写しの提出を確認するとともに、吸収量の第三

者検証の時点には、森林施業計画・森林経営計画に係る伐採等の届出書の写しによって、

継続的な施業を確認することとする（国有林においては、施業実施計画等による確認を行

う）。提出された計画書・届出書等の写しについては、関連法に則り適切でない場合を除き、

事務局等のウェブサイト上で公開する。 

なお、事務局が森林施業計画・森林経営計画の変更や更新を確認するため、プロジェク

ト事業者は、約款に基づき、毎年四月末までに一度森林施業計画書・森林経営計画書等の

写しを事務局に提出すること。 

 

 

 

 

条件４：クレジット発行期間1における年度単位の吸収量見込の累計が常に正で

あること。 
プロジェクト期間の長短に係らず、本制度では、クレジットの過発行を防止するために、

クレジットを発行するにあたっては、クレジット発行対象林分2における年度単位の吸収量

見込の累計が常に正であることを条件としている。（事例 1参照）。 

 

（事例 1） 

年 度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

吸収量見込 300t △400t 400t 300t △400t 

                                                 
1
 当面の間、クレジット発行期間については、2008 年 4 月 1 日以降 2013 年 3 月

31 日までの期間（以下、第 1 クレジット期間という）を指す。 
2
 クレジット発行対象林分とは、クレジット期間中において条件２を満たす植栽、間伐、主

伐の施業が実施された林分の合計（森林施業計画内の一部区域をモニタリング対象として

いる場合は、モニタリングが実施されていない林分を含む）を指す。 
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累 計 300t △100t 300t 600t 200t 

→2009 年度にクレジット発行対象林分における吸収量見込の累計が負となっているため、

適格性基準を満たさない。 

 

ただし、クレジット発行期間中に計画されている主伐面積しだいでは、期中の J-VER 発

行量の累計が、クレジット期間の吸収量見込の累計（事例 2 の※）を上回るケースがあり

うる。この場合、プロジェクト期間中のクレジット発行対象林分における吸収量見込の累

計を上回るクレジットは発行しないこととする。 

 

（事例 2） 

年 度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

吸収量見込 300t 200t 200t 100t △200t 

累 計 300t 500t 700t 800t ※600t 

→2010 年度時点において、2010 年度までの吸収量の累計は 700t であるが、プロジェク

ト期間中のクレジット発行対象林分における吸収量の累計は 600t であるため、600t までし

か発行しない。 

 

プロジェクト期間中にクレジット発行対象林分における吸収量が過発行になった場合に

は、約款に基づき、温室効果ガス吸収効果消失分に相当する量の J-VER を補填すること（事

例 3 参照）。ただし、、自然撹乱や避けがたい土地転用・伐採後の植栽放棄等により消失さ

れる吸収量は対象外である。    

 

（事例 3） 

年 度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度 

吸収量見込 300t 200t 200t 100t 100t 

→△200t 

累 計 300t 500t 700t 800t 900t 

→600t 

→2012 年度に計画変更を行った場合、2011 年度までの J-VER 発行量 800t がクレジット

期間の吸収量見込の累計である 600t を上回ることから、差分の 200t を補填しなければな

らない。 
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森林経営活動による CO2 吸収量の増大（持続可能な森林経営促進型プロジェクト）に関す

る方法論 詳細 

 

 

１．対象プロジェクト  

本方法論は、持続可能な森林経営促進型プロジェクトであり、適格性基準を全て満たす

プロジェクトが対象である。 

 

２．ベースラインシナリオ 

・森林を適切な状態に保つために必要な間伐・主伐・植裁が 1990 年度以降に実施され

ていない状態。 

 

３．算定で考慮すべき温室効果ガス吸収・排出源 

森林経営活動による森林吸収量の増大は、グロス-ネット計上方式を採用することとす

る。 

1990 年以降に主伐・間伐・植裁が実施された土地を算定対象とし、その管理下にある

林分の吸収量を計上する。 

 

 

 吸収・排出源 温室効果ガス 説明 

ベースライン

吸収量 

地上部・地下

部バイオマス 
CO2 

グロス－ネット計上方式の場合、人為

的な活動（主伐・間伐・植裁）が実施

されていない土地は吸収量算定の対象

とならないため、ベースライン吸収量

はゼロとなる。 

プロジェクト 

吸収量 

地上部 

バイオマス 
CO2 

森林経営活動（植栽、間伐）の実施に

より、追加的に地上部バイオマスが蓄

積される。 

地下部 

バイオマス 
CO2 

森林経営活動（植栽、間伐）の実施に

より、追加的に地下部バイオマスが蓄

積される。 

プロジェクト 

排出量 

主伐に伴う排

出 
CO2 

森林経営活動（主伐）の実施により、

蓄積されていたバイオマス中の CO2 が

排出される。 

 

 

４．純吸収量の算定 

ΔCtotal = ΔCFM  - ΔCCu - ΔCBase............................................................... （1）式 

 
ΔCtotal 人為的純吸収量（t-CO2/年） 
ΔCFM 森林経営活動（植栽、間伐）に基づく、年間 CO2吸収量（t-CO2/年） 

ΔCCut 主伐による年間 CO2排出量（t-CO2/年） 

ΔCBase  森林経営活動（間伐、主伐、植裁）対象地のベースライン CO2 吸収量

（t-CO2/年） 
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５．吸収量の算定 

ΔCFM = ΔCAG + ΔCBG ................................................................................... （2）式 

 
ΔCAG 地上部バイオマス中の年間 CO2吸収量（t-CO2/年） 

ΔCBG  地下部バイオマス中の年間 CO2吸収量（t-CO2/年） 

 
5.1 地上部バイオマス中の年間 CO2吸収量の算定 

 
ΔCAG, = )12/44( ,,,  CFWDBEFTrunkAreaC iiiSC

i

iForest

i

iAG ⊿⊿  ............. （3）式 

ΔCAG,i 森林経営活動（植栽、間伐）に基づく、階層 iにおける地上部バイオマ

ス中の年間 CO2吸収量（t-CO2/年） 

AreaForest,i 階層 iにおいて森林施業（植栽、間伐）が実施された樹種別・林齢別の

森林の面積（ha） 

※ 1990 年 4月 1日以降の累積面積とする。 

ΔTrunkSC,i 収穫予想表等に基づく、階層 iにおける単位面積当たりの幹材積の年間

成長量（m3/ha/年） 

BEF,i 階層 i における幹材積の成長量に枝葉の成長量を加算補正するための

係数 

WD,i 階層 iにおける成長量（材積）をバイオマス（乾燥重量）に換算するた

めの係数（t/m3） 

CF 樹木の乾燥重量から炭素量に換算するための炭素比率（0.5） 

i 1, 2, 3, …プロジェクト実施対象地における階層（地形、植栽樹種等

の森林成長量に関する層： 地位級） 

 

5.2 地下部バイオマス中の年間 CO2吸収量の算定 

 

ΔCBG =   
i

iratioiAG

i

iBG RCC ,,, ⊿⊿  ................................ （4）式 

ΔCBG,i 森林経営活動（植栽、間伐）に基づく、階層 iにおける地下部バイオマ

ス中の年間 CO2吸収量（t-CO2/年） 
Rratio,i 階層 i における地上部バイオマス中の年間 CO2吸収量に、地下部（根）

を加算補正するための係数 

i 1, 2, 3, …プロジェクト実施対象地における階層（地形、植栽樹種等

の森林成長量に関する層： 地位級） 

 

６．プロジェクト排出量（主伐による排出量）の算定 

 

ΔCCut = ΔCCut-AG + ΔCCut-BG .......................................................................... （5）式 

 
ΔCCut-AG 地上部バイオマス中の年間 CO2排出量（t-CO2/年） 

ΔCCut-BG  地下部バイオマス中の年間 CO2排出量（t-CO2/年） 

 
6.1 主伐に伴う地上部バイオマス中の排出量の算定 

 
ΔCCut-AG = )12/44( ,,,-   CFWDBEFTrunkAreaC iiicutSC

i

icutForest

i

iAGCut⊿  .. （6）式 

ΔCCut-AG, i 階層iにおける主伐に伴う地上部バイオマス中の年間CO2排出量（t-CO2/
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年） 

AreaForest-cut,i 階層 i における森林施業（主伐）が実施された樹種別・林齢別

の森林の面積（ha） 

 ※ プロジェクト実施対象地において土地転用が行われた場合、その時

点で主伐が行われているか否かにかかわらず、持続可能な森林経

営の対象からはずれることとなるため、保守性の原則に立ち、当

該面積は主伐されたものとみなす。 
TrunkSC-cut,i 収穫予想表等に基づく、階層iにおける単位面積当たりの幹材積（m3/ha） 

BEFi 階層 i における幹材積の成長量に枝葉の成長量を加算補正するための

係数 

WDi 階層 i における材積をバイオマス（乾燥重量）に換算するための係数

（t/m3） 

CF 樹木の乾燥重量から炭素量に換算するための炭素比率（0.5） 

i 1, 2, 3, …プロジェクト実施対象地における階層（地形、植栽樹種等

の森林蓄積に関する層： 地位級） 

 

6.2 主伐に伴う地下部バイオマス中の排出量の算定 

ΔCCut-BG =    

i

iratioiAGCut

i

iBGCut RCC ,,,- ⊿⊿  ........................... （7）式 

ΔCCut-BG,i 階層iにおける主伐に伴う地下部バイオマス中の年間CO2排出量（t-CO2/

年） 
Rratio,i 階層 i における地上部バイオマス中の年間 CO2排出量に、地下部（根）

を加算補正するための係数 

i 1, 2, 3, …プロジェクト実施対象地における階層（地形、植栽樹種等

の森林蓄積に関する層： 地位級） 

 

７．モニタリング方法（具体的なモニタリング方法及びここに掲げていないパラメータに

ついては、別途作成される「オフセット・クレジット（J-VER）制度モニタリング方法ガ

イドライン（森林管理プロジェクト用）」を参照のこと） 

 

モニタリングが必要なパラメータ及びその測定方法例は、下表のとおりである。 

 

＜CO2 吸収量の増大＞ 

パラメータ AreaForest： 森林経営活動の対象となる森林面積（ha） 

 AreaForest-cut： 主伐が実施された森林面積（ha） 

測定方法 対象森林の境界が明確であり、かつ境界内の樹種別・林齢別の森林

面積が森林 GIS 及び実測（森林測量）に基づき、適切に計測された

もの。 

林業専用道と森林作業道は対象森林面積から除外すること。 

測定頻度 モニタリング時に 1回 

 

パラメータ 地位級： 対象森林の成長量に関係する地形、土壌条件等に関する階

層 

測定方法 対象とする階層において、プロット調査により平均樹高を算出し、

地位級を特定する。 

測定頻度 モニタリング時に 1回 
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パラメータ TrunkSC： 単位面積当たりの幹材積の年間成長量（m3/ha/年） 

 TrunkSC-cut： 単位面積当たりの幹材積の蓄積量（m3/ha） 

測定方法 収穫表作成システム LYCS（ライクス）3、文献・資料（例えば、学術

論文、研究機関等が公表している紀要等）として公表されており、

かつ対象森林の特性を反映したことが第三者により確認された収穫

予想表を使用する。もしくは、実測により独自で作成した収穫予想

表が対象森林の特性を反映していれば、それを使用することもでき

る。 

測定頻度 モニタリング時に 1回 

 

パラメータ BEF： 幹材積の成長量に枝葉の成長量を加算補正するための係数 

 WD： 成長量（材積）をバイオマス（乾燥重量）に換算するための係

数（t/m3）  

 Rratio： 地上部バイオマスにおける年間 CO2 吸収量に、地下部（根）

を加算補正するための係数 

測定方法 「京都議定書3条3及び4の下でのLULUCF 活動の補足情報に関する

報告書4」、もしくは、その他の資料（例えば、学術論文、研究機関等

が公表している紀要等）として公表されており、かつ対象森林の特

性を反映したことが第三者により確認された値を使用する。また、

実測により独自で算出した値が、対象森林の特性を反映していれば、

それを使用することもできる。 

測定頻度 モニタリング時に 1回 

 

なお、モニタリングガイドラインに記載されていない独自手法またはデータを用いて

モニタリングする場合は、その方法を採用する合理的根拠やデータの出典を提示しなけ

ればならない。 

 

８．第 1クレジット期間における吸収量累計のモニタリング・算定 

第 1 クレジット期間における吸収量（計画時は吸収量見込、実績時は吸収量実績）の

累計が常に負にならないことを挙証するにあたり、第 1 クレジット期間における吸収量

累計をモニタリング・算定しなければならない。 

ただし、この算定の目的は第 1クレジット期間における吸収量（計画時は吸収量見込、

実績時は吸収量実績）の累計が常に負にならないことを挙証するためであることから、

算定において実績データ等がない場合には、たとえば、地位数を保守的に設定するなど、

簡易的な方法を用いてもよい。 

 

                                                 
3 森林総合研究所 Web サイト： http://www2.ffpri.affrc.go.jp/labs/LYCS/index.html 
4
 環境省 Web サイトよりダウンロード可能

（http://www.env.go.jp/earth//ondanka/mechanism/hosoku/KP-NIR_J-2009.pdf） 
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別紙１： 拡大係数など 

 

表 「京都議定書 3条 3及び 4の下での LULUCF 活動の補足情報に関する報告書5」で示され

た森林簿樹種の拡大係数、枝根率、容積密度数 

 

                                                 
5
 環境省 Web サイトよりダウンロード可能

（http://www.env.go.jp/earth//ondanka/mechanism/hosoku/KP-NIR_J-2009.pdf） 
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別添資料１：妥当性確認にあたって準備が必要な資料一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料番号 資料の内容 

 プロジェクト計画書                 

 プロジェクト計画書別紙（モニタリング計画） 

添付資料 プロジェクト計画書で引用・参照している証拠等の資料 

資料 1 - 1 プロジェクト代表事業者、その他プロジェクト参加者の紹介資料（パンフ

レット等）、及びプロジェクト事業者・参加者間の関係が分かる図 

資料 1 - 2 プロジェクトの対象となる森林を管理している主体の組織図（会社案内等） 

資料 2 ○プロジェクト対象地が含まれている、市町村等に認定された森林施業計

画・森林経営計画の写し。 

○森林施業計画・森林経営計画に基づいて施業（間伐・主伐・植栽）が行

われたことを確認するため、クレジット対象期間開始以前のプロジェクト

期間分の市町村等によって認定された森林施業計画・森林経営計画書及び

対応する認定書の写し 

 

 

資料 3 - 1 プロジェクト対象の森林について、林小班を特定可能な情報及び緯度・経

度等の地理的情報を含んだ森林計画図（オルソ画像があれば添付） 

資料 3 - 2 プロジェクト対象の森林の写真 

・小班ごとに森林の概要（立木密度、幹の形状など）が明確に分かる写真

（空中写真等）を添付すること。 

資料 3 - 3 モニタリングプロットの位置を明示した①モニタリングポイントの全体

図、及び②各モニタリングプロットを示す図面 （オルソ画像があれば添

付）。 

また、②の図面には、各モニタリングプロットを選定した理由（プロジェ

クト対象地のどのような実情を考慮して設定したのか）を説明する文章を

付記してください。 

資料 4 プロジェクト計画書において、吸収・排出量の算定に用いたパラメータ等

を引用した資料（文献） 
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注）「※」のついた資料に限り、プロジェクト計画書提出の時点で資料を準備できない場合

は、準備状況を示す資料提出により代替することができ、意見募集（パブリックコメント）

に付す必要はありません。ただし、妥当性確認機関の提出要求があった場合はそれに従っ

てください。

資料 1 – P ※ 【関連する許認可及び関連法令】許認可等のために提出した書類、許可証

明書 

[想定される関連許認可及び関連法令等] 

1 森林・林業基本法 

2 森林法 

3 
森林の間伐等の実施の促進に関する特別措置法（間伐等促

進法） 

4 種の保存法 

5 鳥獣保護法 

6 騒音規制法 

7 景観法 

8 廃棄物の処理及び清掃に関する法律 

9 環境影響評価法 

上記関連法令のうち、該当するものについて記述する。また該当しない場

合はその旨記述すること。なお、ここに記載した法令等は、あくまでも想

定される主な法令であり、他にも関連する法令等の有無について確認する

こと。 

資料 1 - S ※ 【補助金を受給している場合】補助金交付通知書（または同等の資料） 

資料 3 – E ※ 【プロジェクト対象森林の所有者が、プロジェクト代表事業者等に含まれ

ない場合】プロジェクト代表事業者等と森林所有者の間で永続性の担保に

ついて確認・合意したことの証拠：参考様式あり。認証センターウェブサ

イト参照。 

＊プロジェクト対象森林について、土地所有者以外に権利を有する者（入

会権者等）が存在する場合も、永続性担保について確認・合意したことの

証拠が必要となる。 
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別添資料２：方法論の改訂内容の詳細 

 

Ver. 改訂日 有効期限 主な改訂箇所 

1.0 2009/03/10 2010/05/09 ― 

2.0 2009/09/09 2011/1/28 

 

 2．ベースラインシナリオの定義を追記し

た。 

 3．算定で考慮すべき温室効果ガス吸収・排

出源において、吸収量の計上方法がグロス･

ネット方式であることを記述し、表中にベ

ースライン吸収量に関する説明を追記し

た。 

 4．純吸収量の算定において、年間の CO2 吸

収量からベースライン吸収量を差し引くよ

うに計算式を修正した。 

 別紙１： 拡大係数などに掲載される拡大係

数を最新の情報に更新した。 

3.0 2010/05/28 2011/8/5 

 

 5．吸収量の算定 及び 7．モニタリング方

法に記載されている吸収量算定のパラメー

タ“AreaForest”及び“AreaForest-cut”の定義

が「樹種別・林齢別の面積」であることを

明記した。 

3.1 2010/09/30 2011/8/5 

 

 修辞上の修正を行った。 

4.0 2010/12/6 2012/6/24  森林認証に基づくプロジェクト計画への対

応を行った。 

 適格性基準の条件 4 を追加した。 

5.0 2011/10/25 2012/10/03  森林施業計画制度に基づいたプロジェクト

のみに対応するよう修正を行った。 

6.0 2012/02/03 ―  森林法改正に伴う修正 

 

  

  


